
 

 

 

 
 
 

暮らしの上では、さまざまなトラブルがありますよね。 

お隣との境界でもめた・・・ 

ちょっと保証人になっただけなのに、全額払わされた。 

交通事故の慰謝料で・・・ 

相続で・・・ 

 

起こってしまった場合は、 

『弁護士さんに相談して・・・』ということになるでしょうが、 

 

ある程度、知識を身につけていれば、事前に防げますよ。 

 

今回は、暮らしの上でも特にトラブルの多い 

 民 法 にスポットを当ててみました。 

 

病気でも未病対策っていうのがあるように、 

何事も事前の対策が一番大事ですよね。 

 

さぁ、プチ法律家として今すぐ起動しましょう！（＾＾） 

 
 

１、 所有権をめぐるトラブル 

２、 保証人ってこんなに怖いの？ 

３、 手付、解除、債務不履行、損害賠償って？ 

４、 賃貸借をめぐるトラブル 

５、 相続～遺産分割のトラブル 

６、 交通事故の慰謝料と借金は相殺できる？ 
 

セミナー内容：例（90 分６回） 


